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一
、「
秋
萩
帖
」
所
収
王
羲
之
尺
牘
の
概
要

　

我
が
国
の
国
宝「
秋
萩
帖
」（
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
）は
、彩
箋
二
十
紙
か
ら
成
り
、

そ
の
第
一
紙
に
は
「
安あ

幾き

破は

起ぎ

乃の

～
」
で
始
ま
る
和
歌
二
首
（
伝
小
野
道
風
筆
）
が

収
め
ら
れ
、第
二
紙
～
十
五
紙
に
は
「
意い

知ち

之し

呂ろ

久く

～
」
で
始
ま
る
和
歌
四
十
六
首
、

こ
れ
に
続
く
第
十
六
紙
～
二
十
紙
に
は
王
羲
之
尺
牘
十
一
通
（
第
二
紙
以
下
は
伝
藤

原
行
成
筆
）
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
第
二
紙
以
下
の
紙
背
は
『
淮
南
鴻
烈
兵

略
間
詁
第
廿
』
の
写
本
、
と
い
う
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
伝
承
経
路
は
、
第
二
紙
以
下
の
紙
背
継
ぎ
目
の
花
押
か
ら
、
伏
見
天
皇

（
一
二
六
五
～
一
三
一
七
）
の
所
蔵
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。
次
い
で
、
霊
元
天
皇

（
一
六
五
四
～
一
七
三
二
）
に
よ
っ
て
藤
原
行
成
筆
「
白
氏
詩
巻
」
と
と
も
に
一
箱

に
収
め
ら
れ
、
高
松
宮
家
を
経
て
、
現
在
は
東
京
国
立
博
物
館
に
入
っ
て
い
る
（
（
（

。

　

本
稿
で
考
察
の
対
象
と
す
る
の
は
第
十
六
紙
以
下
の
王
羲
之
尺
牘
で
あ
る
が
、
そ

の
臨
写
年
代
に
は
諸
説
あ
っ
て
未
だ
定
説
を
見
な
い
。
真
に
行
成
筆
で
あ
る
と
す
れ

ば
十
～
十
一
世
紀
の
も
の
と
な
る
が
、
一
方
で
伏
見
天
皇
の
宸
翰
と
す
る
説
（
（
（

も
あ
っ

て
、
こ
れ
に
従
え
ば
十
三
～
十
四
世
紀
と
な
り
、
そ
の
間
に
約
三
百
年
の
懸
隔
が
生

じ
る
。

　

こ
の
尺
牘
群
に
対
し
て
は
、
我
が
国
の
み
な
ら
ず
、
近
年
で
は
中
国
本
土
に
お
い

て
も
注
意
が
向
け
ら
れ
始
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
祁
小
春
『
邁
世
之
風 

有
関
王
羲

之
資
料
与
人
物
的
綜
合
研
究
』（
上
編
、
5
～
6
頁
。
文
物
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
。

初
版
は
台
湾
・
石
頭
出
版
股
份
有
限
公
司
、
二
〇
〇
七
年
）
で
は
、
海
外
に
お
け
る

新
資
料
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

…
…
又
如
伝
日
本
平
安
時
代
的
著
名
書
家
藤
原
行
成
（
九
七
二
～
一
〇
二
七
）
所
臨

一
系
列
王
羲
之
尺
牘
、
其
中
絶
大
部
分
都
不
見
於
中
国
現
存
刻
帖
以
及
書
目
的
著
録

記
載
。
侭
管
為
臨
書
、
也
許
未
必
能
如
実
伝
達
原
帖
書
法
面
貌
、
但
作
為
王
羲
之
尺

牘
文
本
文
献
、
顕
然
是
有
価
値
的
。

…
…
ま
た
例
え
ば
日
本
の
平
安
時
代
の
著
名
な
書
家
藤
原
行
成
（
九
七
二
～

一
〇
二
七
）
が
臨
写
し
た
一
連
の
王
羲
之
尺
牘
は
、
そ
の
う
ち
の
大
部
分
が
中
国

に
現
存
す
る
刻
帖
や
書
目
に
は
見
ら
れ
な
い
。
た
し
か
に
臨
書
で
あ
っ
て
、
必
ず

研
究
ノ
ー
ト

「
秋
萩
帖
」
所
収
王
羲
之
尺
牘
十
一
通
に
つ
い
て
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し
も
原
帖
の
書
法
の
姿
を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し

王
羲
之
尺
牘
の
テ
キ
ス
ト
文
献
と
し
て
は
、明
ら
か
に
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。

（
日
訳
は
筆
者
）

　

す
な
わ
ち
、「
秋
萩
帖
」
所
収
の
尺
牘
群
は
、
王
羲
之
の
書
法
を
窺
う
上
で
は
臨

写
本
と
い
う
点
が
瑕
瑾
と
な
る
も
の
の
、
そ
の
本
文
に
つ
い
て
は
稀
覯
資
料
と
し
て

の
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
従
来
は
、
左
に
掲
げ
る
如

く
中
国
に
お
け
る
法
帖
や
書
目
と
の
重
複
が
指
摘
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
本
文
に
ど

の
よ
う
な
異
同
が
見
ら
れ
る
か
、
と
い
う
具
体
的
な
検
討
は
、
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
（
（
（

。

（
初
月
廿
五
日
帖　

5
行　

行
草　

（
知
遠
近
帖　
　
　

5
行　

草

（
絶
不
得
帖　
　
　

（
行　

草

4
向
遣
信
帖　
　
　

5
行　

草

5
知
阿
黝
帖　
　
　

4
行　

草

6
郷
里
人
帖　
　
　

9
行　

草　
…
…
張
彦
遠
「
右
軍
書
記
」
（79

7
六
月
十
九
日
帖　

8
行　

草

8
得
丹
楊
書
帖　
　

5
行　

草　
…
…
張
彦
遠
「
右
軍
書
記
」
（（（
、『
淳
化
閣
帖
』
巻
七 

（5

9
想
清
和
帖　
　
　

7
行　

草　
…
…
朱
有
燉
『
東
書
堂
集
古
法
帖
』
巻
四

（0
高
枕
帖　
　
　
　

4
行　

草　
…
…『
宣
和
書
譜
』
巻
十
五
（
題
目
の
み
存
す
）

（（
重
煕
還
帖　
　
　

（
行　

草　
…
…『
翰
香
館
法
書
』
巻
四

　

確
か
に
、
右
の
大
半
（
（
・
（
・
（
・
4
・
5
・
7
・
（0
）
が
中
国
に
お
い
て
既

に
滅
び
た
本
文
を
伝
え
て
い
る
こ
と
は
、
大
い
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
従
来
の
王
羲
之
本
文
資
料
に
対
し
て
こ
の
尺
牘
群
を
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
け
れ
ば
良
い
の
か
、
と
い
う
問
題
を
我
々
に
突
き
つ
け
て
い
る
と

も
言
え
よ
う
。
こ
の
問
題
は
様
々
な
観
点
か
ら
多
角
的
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

が
、「
秋
萩
帖
」
は
臨
写
者
や
伝
承
経
路
も
未
詳
の
点
が
多
い
た
め
、
ま
ず
は
本
文

そ
の
も
の
の
検
討
に
よ
っ
て
解
決
を
図
る
他
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
6「
郷
里
人
帖
」
と
8「
得
丹
楊
書
帖
」
と
が
「
右
軍
書
記
」

に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
、
そ
の
文
字
の
異
同
を
比
較
調
査
す
る
こ
と
と

し
た
い
（
4
（

。

　

と
言
う
の
も
、
中
田
勇
次
郎
『
王
羲
之
を
中
心
と
す
る
法
帖
の
研
究
』（
第
四
章
、

6（
頁
）
で
は
、こ
れ
ら
の
尺
牘
群
が
「
東
大
寺
献
物
帳
」（「
国
家
珍
宝
帳
」
七
五
六
年
、

「
大
小
王
真
跡
帳
」
七
五
八
年
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
搨
模
本
に
拠
っ
て
臨
書
さ
れ

た
と
思
わ
れ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
本
文
の
淵
源
は
唐
代
に
ま
で
遡

及
す
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
く
唐
代
に
行
わ

れ
た
王
羲
之
尺
牘
本
文
を
記
録
す
る
張
彦
遠（
八
一
五
？
～
八
七
七
？
）「
右
軍
書
記
」

と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
特
長
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら

れ
る
。

二
、「
郷
里
人
帖
」
の
比
較
調
査

　
「
郷
里
人
帖
」
は
、「
右
軍
書
記
」
の
「
恐
有
薄
書
之
煩
」
で
始
ま
る
一
帖
の
中
間

部
分
に
、
ほ
ぼ
同
様
の
文
が
見
え
る
。
比
較
の
便
宜
上
、
上
段
を
「
右
軍
書
記
」、

下
段
を
「
秋
萩
帖
」
と
し
て
、
二
段
に
並
べ
る
（
5
（

。
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（
恐
有
薄
書
之
煩
。

 

恐
ら
く
薄
書
の
煩
有
ら
ん
。

（
益
屬
所
事
可
立
制
。

 

益
ま
す
事
と
す
る
所
に
属
し
て
制
を
立
つ

　

 

べ
し
。

（
縣
不
給
下
貧
而
給
饒
有
之
家
。

 

県 

下
貧
に
給
せ
ず
し
て
饒
有
の
家
に
給
す
。

4
開
令
治
國
、

 

開
き
て
治
国
せ
し
め
、

5
別
許
爲
盛
田
。

 

別
に
許
し
て
盛
田
と
為
す
。

6
不
平
者
嚴
制
。

 

不
平
な
る
者
に
は
制
を
厳
し
く
せ
よ
。

7
如
此
事
省
而
虛
實
可
知
。

 

此
く
の
如
く
す
れ
ば 

事 

省
か
れ
て 

虚
実 

　

 

知
る
べ
し
。

8
其
或
非
所
樂
而
絕
付
給
者
、

 

其
れ
或
ひ
は
楽ねが
ふ
所
に
非
ず
し
て
付
給
を

　

 

絶
た
る
る
者
は
、

9
今
爲
不
賦
。

 

今 

為
に
賦
せ
ざ
れ
。

（0
得
里
人
遂
安
黃
籍
。

 

里
人
を
得
て
遂
に
黄
籍
に
安
ん
ぜ
よ
。

（（
前
年
皆
斯
人
、

 
前
年 

皆
な
斯
の
人
（
6
（

、

（（
非
復
一
條
。

 

復
た
一
條
に
非
ず
。

郷
里
人
遂
安
黃
籍
。

 

郷
里
の
人 

遂
に
黄
籍
に
安
ん
ぜ
よ
。

前
言
皆
欺
人
、

 

前
言 

皆
な
人
を
欺
く
、

非
復
一
條
。

 

復
た
一
條
に
非
ず
。

図1「秋萩帖」所収「郷里人帖」（東京国立博物館蔵）
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王
羲
之
が
こ
の
尺
牘
を
宛
て
た
人
物
は
未
詳
で
あ
る
が
、そ
の
立
場
に
つ
い
て
は
、

或
る
程
度
、
内
容
か
ら
推
測
で
き
る
。

　

ま
ず
、
第
（0
句
に
「
黄
籍
」
と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
西
晋

末
の
永
嘉
の
乱
に
よ
っ
て
大
量
に
発
生
し
た
難
民
が
江
南
へ
移
住
し
た
た
め
、
東
晋

政
府
は
、
土
着
の
旧
住
民
を
把
握
す
る
た
め
に
西
晋
以
来
の
黄
籍
（
戸
籍
）
を
用
い

る
一
方
、
別
に
白
籍
を
設
け
て
北
来
の
流
民
の
把
捉
を
図
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、安
田
二
郎「
僑
州
郡
県
制
と
土
断
」に
拠
れ
ば
、当
時
の「
黄
籍
」に
は
、

実
土
州
郡
県
が
江
南
土
着
の
旧
住
民
を
把
捉
す
る
た
め
に
管
掌
す
る
と
こ
ろ
の
も
の

と
、
無
実
土

0

0

0

僑
州
郡
県
が
北
来
の
流
民
（
僑
民
）
を
把
捉
す
る
た
め
に
管
掌
す
る
と

こ
ろ
の
も
の
と
が
あ
っ
た
と
い
う
（
7
（

。

　

今
、
試
み
に
図
示
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
［
安
田
氏
論
文
に
基
づ
く
二
重
属
籍
制
の
示
意
図
］

　
　

江
南
土
着
の
旧
住
民　
　
　
　
　
　
　

黄
籍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

実
土
州
郡
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

白
籍
（
本
郡
挟
注
）

　
　

北
来
の
流
民
（
僑
民
） 

二
重
属
籍
制 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

黄
籍　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

無
実
土
僑
州
郡
県

　

だ
と
す
れ
ば
、「
郷
里
人
帖
」
に
見
え
る
「
黄
籍
」
が
ど
ち
ら
の
も
の
で
あ
る
か
、

確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
幸
い
な
こ
と
に
、「
右
軍
書
記
」
の
冒
頭
に
は
、
県

の
給
付
と
（
第
（
句
）、
開
墾
（
第
4
～
5
句
）
に
つ
い
て
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
尺
牘
は
、
実
土
を
持
つ
州
郡
県
、
恐
ら
く
は
県
の
行
政
に
た
ず

さ
わ
る
者
に
宛
て
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
こ
こ
で
の
「
黄
籍
」

は
江
南
土
着
の
旧
住
民
を
管
理
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。

　

こ
こ
で
、
第
（0
句
の
「
得
里
人
」（「
右
軍
書
記
」）
と
「
郷
里
人
」（「
秋
萩
帖
」）

（（
可
歎
。

 

歎
く
べ
し
。

（4
今
便
獨
坐
。

 

今 

便
ち
独
り
坐
す
。

（5
令
白
郗
侯
求
官
。

 
郗
侯
に
白
し
て
官
を
求
め
し
む
。

（6
邈
等
想
必
可
得
。

 

邈
等 

想
ふ
に
必
ず
得
べ
け
ん
。

（7
君
亦
當
得
。

 

君
も
亦
た
当
に
得
べ
し
。

（8
見
書
若
萬
一
不
樂
、

 

書
を
見
て
若
し
万
一
楽ねが
は
ざ
れ
ば
、

（9
想
可
共
思
。

 

想
ふ
に
共
思
す
べ
け
ん
。

（0
得
州
二
字
注
數
十
家
見
經
營
。

 

州
の
数
十
家
を
得
て
見これ
を
経
営
せ
よ
。

（（
不
爾
無
坐
此
理
也
。

 

尓しか
ら
ざ
れ
ば
此
の
理
に
坐
す
る
無
き
な
り
。

（（
別
當
以
具
。

 

別
に
当
に
以
て
具
つ
ぶ
さに

す
。

（（
慰
深
共
思
。

 

慰
め
ら
る
る
こ
と
深
く
共
思
す
。

（4
不
待
煩
言
。

  

煩
言
を
待
た
ず
。

（「
右
軍
書
記
」）

可
歎
。

 

歎
く
べ
し
。

今
便
獨
坐
。

 

今 

便
ち
独
り
坐
す
。

今
白
郗
侯
求
卞
邀
等
、

 

今 

郗
侯
に
白
し
て
卞
邀
等
を
求
む
。

想
必
可
得
。

 

想
ふ
に
必
ず
得
べ
け
ん
。

君
亦
當
見
書
也
。

 

君
も
亦
た
当
に
書
を
見
る
べ
き
な
り
。

若
萬
一
不
樂
、

 

若
し
万
一
楽ねが
は
ざ
れ
ば
、

想
可
共
思
。

 
想
ふ
に
共
思
す
べ
け
ん
。

得
數
十
家
見
經
營
。

 

数
十
家
を
得
て
見これ
を
経
営
せ
よ
。

不
爾
無
坐
此
理
也
。

 

尓しか
ら
ざ
れ
ば
此
の
理
に
坐
す
る
無
き
な
り
。

（「
秋
萩
帖
」）

国立歴史民俗博物館研究報告
第 198 集　2015 年 12 月



59

［「秋萩帖」所収王羲之尺牘十一通について］……土屋 聡

と
の
異
同
に
つ
い
て
、
王
羲
之
尺
牘
の
用
例
か
ら
検
討
し
て
お
こ
う
。「
郷
里
人
」

の
用
例
に
は
、
次
の
二
例
が
あ
る
。

　
　
　

今
遣
郷
里
人
、
往
口
具
也
。

　
　
　
　

今 

郷
里
の
人
を
遣
は
し
て
、
往
き
て
口
具
せ
し
む
る
な
り
。

（『
淳
化
閣
帖
』
巻
六 

（4
）

　
　
　

郷
里
人
擇
藥
、
有
發
夢
而
得
此
藥
者
。

　
　
　
　

郷
里
の
人 
薬
を
択
び
、
夢
を
発
し
て
此
の
薬
を
得
た
る
者
有
り
。

（『
淳
化
閣
帖
』
巻
七 

（5
）

　

一
方
、「
里
人
」
の
用
例
は
、
全
て
以
下
に
示
す
よ
う
に
「
得
（
あ
る
い
は
郷
）」

字
を
伴
っ
て
お
り
、
且
つ
そ
の
解
釈
が
一
定
し
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　
　
　

近
因
得
里
人
書
、
想
至
。

　
　
　
　

近
ご
ろ 

里
人
の
書
を
得
る
に
因
り
、
想
ふ
に
至
ら
ん
。

（『
淳
化
閣
帖
』
巻
六 

5（
）

　
　
　

得
里
人
樂
著
縣
戸
、
今
送
其
名
。

　
　
　
　

里
人
の
県
戸
に
着
く
を
楽ね
が
ふ
を
得
た
り
、
今 

其
の
名
を
送
る
。

（『
淳
化
閣
帖
』
巻
八 
6
）

　

右
の
二
例
は
、
ど
ち
ら
も
「
得
」
字
と
接
続
し
て
い
る
が
、
先
行
研
究
の
釈
文
を

確
認
し
て
み
る
と
、こ
れ
を
「
郷
」
字
と
解
釈
す
る
説
が
あ
っ
た
。「
近
因
得
里
人
書
」

に
つ
い
て
は
、
中
田
氏
前
掲
書
（
第
5
章
、
（（6
頁
）
で
は
「
郷
」
を
是
と
し
て
い
る

（「
近
ご
ろ 

郷
里
の
人
に
書
を
因こ
と
づく
、想
ふ
に
至
ら
ん
」）。ま
た
、「
得
里
人
樂
著
縣
戸
」

に
つ
い
て
は
、明
・
顧
従
義
『
法
帖
釈
文
考
異
』（
巻
八
。『
四
庫
全
書
』
本
）
が
「
得
」

字
に
作
る
こ
と
を
非
と
し
て「
郷
」字
に
作
り
、『
欽
定
重
刻
淳
化
閣
帖
』（
巻
八
。『
百

部
叢
書
集
成
』
所
収
『
武
英
殿
聚
珍
版
叢
書
』
本
）
の
「
釈
文
訂
異
」
で
は
、
逆
に

「
郷
」
を
非
と
し
て
「
得
」
を
是
と
し
て
い
る
（
8
（

。

　

問
題
の
第
（0
句
の
異
同
も
、
こ
れ
ら
と
同
様
に
、「
得
」「
郷
」
が
形
近
の
た
め
に

生
じ
た
事
例
の
ひ
と
つ
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、「
里
人
」
と
い
う
独

立
し
た
単
語
と
し
て
の
用
例
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
は
確
実
な

用
例
（
前
掲
『
淳
化
閣
帖
』
巻
六
（4
及
び
巻
七
（5
）
の
あ
る
「
郷
里
人
」（「
秋
萩
帖
」）

に
従
う
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

　

第
（5
～
（8
句
は
異
同
が
複
雑
に
錯
綜
し
て
い
る
が
、
ま
ず
第
（6
句
「
邈
等
想
必
可

得
」
に
注
目
し
た
い
。「
想
」
字
は
、
通
常
、
相
手
の
情
況
を
推
測
・
想
像
し
た
り
、

相
手
の
行
動
に
期
待
す
る
こ
と
を
表
す
が
、
そ
の
場
合
、
対
象
（
宛
先
の
人
物
や
そ

の
人
物
に
関
わ
る
第
三
者
）
は
「
想
」
字
の
下
に
配
置
さ
れ
る
（
9
（

。
例
え
ば
、
次
の
よ

う
な
例
が
あ
る
。

　
　
　

想
足
下
0

0

鎭
彼
土
。

　
　
　
　

想
ふ
に 

足
下 

彼
の
土
を
鎮
め
ん
。　
　
　
　
　

  　
（「
右
軍
書
記
」
7
）

　

こ
れ
は
、
所
謂
「
十
七
帖
」
の
う
ち
の
「
蜀
都
帖
」
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
で
あ

り
、
益
州
刺
史
周
撫
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
足
下
」
と
は
周
撫
で

あ
り
、
彼
が
そ
の
任
地
を
鎮
守
し
て
い
る
こ
と
を
言
う
。

　
　
　

想
仁
祖
0

0

差
。

　
　
　
　

想
ふ
に 

仁
祖 

差い

え
ん
。　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
（「
右
軍
書
記
」
4（
）

　

こ
の
手
紙
は
、
中
原
平
定
を
目
指
す
桓
温
（
三
一
二
～
三
七
三
）
に
宛
て
た
も
の

で
あ
る
が
、
こ
の
一
文
は
そ
の
部
下
と
し
て
行
動
す
る
謝
尚
（
字
は
仁
祖
。
三
〇
八

～
三
五
七
）
の
病
状
の
回
復
を
願
っ
た
も
の
で
あ
る
（
（1
（

。
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（　

知
比
得
丹
陽
書
、

（　

甚
慰
。

（　

乖
離
之
歎
、

4　

當
復
可
言
。

5　

尋
答
其
書
、

6　

足
下
反
事
復
行
、

7　

便
爲
索
然
。

8　

良
不
可
言
。

9　

此
亦
分
耳
。

（0　

遲
面
一
一
。

         （「
右
軍
書
記
」）

知
比
得
丹
楊
書
、

甚
慰
。

乖
離
之
歎
、

當
復
可
言
。

尋
答
其
書
、

足
下
反
事
復
行
、

便
爲
索
然
。

良
不
可
言
。

此
亦
分
耳
。

遲
面
一
一
。

 （『
淳
化
閣
帖
』
巻
七
）

知
比
得
丹
楊
書
、

甚
慰
。

乖
離
之
歎
、

當
復
可
言
。

尋
答
其
書
、

足
下
反
事
復
行
、

便
爲
索
然
。

良
不
可
言
。

此
亦
分
耳
。

遲
面
一
一
。

 　
　
　
（「
秋
萩
帖
」）

（
巻
七 

（5
）
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
中
田
氏
前
掲
書
（
第
5
章
、（（0
頁
）
に
は
、「
秋

萩
帖
」
の
も
の
は
『
淳
化
閣
帖
』
と
同
じ
帖
か
ら
出
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
の
指
摘
が

あ
る
。

　
　
　

伏
想
朝
廷
0

0

清
和
。

　
　
　
　

伏
し
て
想
ふ
に 

朝
廷 

清
和
な
ら
ん
。　
　
　
　

  　
（「
右
軍
書
記
」
（6（
）

　

こ
れ
は
、
具
体
的
な
人
物
は
不
明
で
あ
る
が
高
官
に
宛
て
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、

朝
廷
が
天
下
を
平
和
に
す
る
こ
と
を
祈
念
す
る
も
の
で
あ
る
（
（（
（

。

　

本
稿
で
は
、「
右
軍
書
記
」
の
句
読
は
范
祥
雍
氏
の
点
校
（
註
4
を
参
照
）
に
拠
っ

た
が
、
こ
れ
に
従
っ
た
場
合
、「
邈
等
（
人
物
未
詳
）」
が
「
官
」
を
「
必
ず
得
べ
け

ん
」
と
羲
之
が
想
像
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
右
に
挙
げ
た
三
つ
の
用
例

を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
語
順
は
「
想
邈
等
0

0

必
可
得
」
と
な
る
筈
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
こ
の
句
読
は
「
邈
等
」
ま
で
で
区
切
り
を
つ
け
、「
想
必
可
得
」
を
独

立
し
た
一
文
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
下
文
の
異
同
箇
所
に
つ
い
て
も
、
范
氏
の

句
読
に
は
従
い
が
た
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
上
文
に
お
い
て
羲
之
が
想
像
す
る
と
こ
ろ

の
「
必
ず
得
べ
」
き
人
物
は
、
宛
先
の
人
物
す
な
わ
ち
「
君
」
に
他
な
ら
ず
、「
君

亦
當
得
」
四
字
で
区
切
っ
て
し
ま
う
と
同
文
が
重
複
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
た

め
で
あ
る
。

　
「
秋
萩
帖
」
は
、宛
先
の
人
物
が
「
卞
邀
等
（
人
物
未
詳
）」
を
求
め
、「
必
ず
得
べ
」

き
こ
と
を
想
像
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
下
文
も
「
君
亦
當
見
書
也
」
ま
で
で
一
文

と
な
る
こ
と
が
、
句
末
の
「
也
」
字
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
る
。
文
章
と
し
て
の
読
み

や
す
さ
・
正
確
さ
と
い
う
点
で
は
、「
秋
萩
帖
」
が
勝
る
。

　

第
（9
句
の
異
同
に
つ
い
て
は
、「
右
軍
書
記
」
の
「
得
州
」
の
下
に
「
二
字
注
」

と
あ
り
、
こ
れ
は
誤
脱
し
た
「
得
州
」
二
字
を
後
人
が
補
筆
し
た
側
注
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
（
（1
（

。「
秋
萩
帖
」
は
、
こ
の
位
置
に
「
得
」
一
字
が
あ
っ
て
誤
脱
す
る
以

前
の
状
態
を
留
め
て
お
り
、「
右
軍
書
記
」
の
側
注
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を

裏
づ
け
て
い
る
。

三
、「
得
丹
楊
書
帖
」
の
比
較
調
査

　
「
得
丹
楊
書
帖
」
は
、「
右
軍
書
記
」・「
秋
萩
帖
」（
図
（
）
の
ほ
か
、『
淳
化
閣
帖
』

図2　「秋萩帖」所収「得丹楊書帖」
　	 （東京国立博物館蔵）
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【
書
き
下
し
文
】
比
こ
の
ご
ろ

丹
楊
の
書
を
得
た
る
を
知
り
、
甚
だ
慰
め
ら
る
。
乖
離
の
歎
、
当は
復た 

言

ふ
べ
け
ん
。
其
の
書
に
答
ふ
る
を
尋
ぬ
る
に
、
足
下
の
反へん
事じ 

復
た
行
け
ば
、

便
ち
索
然
と
為
ら
ん
。
良
ま
こ
とに
言
ふ
べ
か
ら
ず
。
此
れ
も
亦
た
分
つ
の
み
。
面

し
て
一
一
す
る
を
遅ま
つ
。

　

こ
の
よ
う
に
並
べ
て
み
る
と
、冒
頭
の
一
文
「
知
比
得
丹
楊0

書
」
の
「
陽
」
と
「
楊
」

と
が
唯
一
の
異
同
で
あ
っ
て
、
三
者
は
ほ
ぼ
同
文
と
い
う
こ
と
が
判
る
。

　

こ
の
異
同
に
つ
い
て
、
顧
従
義
『
法
帖
釈
文
考
異
』（
巻
七
）
で
は
、「
縣
名
。
以

其
地
多
赤
柳
故
曰
丹
楊（
県
名
。
其
の
地 

赤
柳
多
き
を
以
て
の
故
に
丹
楊
と
曰
ふ
）」

と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
説
は
、『
晋
書
』
地
理
志
の
注
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
。

　
　

丹
楊　
丹
楊
山
多
赤
柳
。
在
西
也
。

　
　
　

丹
楊　
丹
楊　

山　

赤
柳
多
し
。西
に
在
る
な
り
。（『
晋
書
』地
理
志
下 

揚
州 

丹
楊
郡
）

　

し
か
し
、
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、「
楊
（
カ
ワ
ヤ
ナ
ギ
・
ネ
コ
ヤ
ナ
ギ
）」
と
「
柳

（
シ
ダ
レ
ヤ
ナ
ギ
）」
と
は
同
じ
ヤ
ナ
ギ
科
で
は
あ
る
が
別
種
の
樹
木
で
あ
っ
て
、
葉

が
垂
れ
な
い
も
の
と
垂
れ
る
も
の
と
い
う
判
り
や
す
い
外
観
の
違
い
も
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、こ
の
説
は
、地
名
に
関
す
る
伝
承
（「
赤
柳
」）
か
ら
実
際
の
文
字
表
記
（「
丹

楊
」）
へ
の
変
化
と
い
う
点
で
疑
問
が
残
る
。『
太
平
寰
宇
記
』
に
は
、
こ
の
疑
問
を

一
応
な
が
ら
解
消
す
る
異
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
附
さ
れ
た
注
で
は
、

根
拠
未
詳
の
説
と
し
て
退
け
ら
れ
、
却
っ
て
「
陽
」
字
を
是
と
す
る
意
見
が
提
出
さ

れ
て
い
る
。

　
　

以
邑
界
楊
樹
生
丹
、
以
爲
名
。
故
今
字
從
木
爲
稱
。

邑
界
の
楊
樹 

丹
を
生
ず
る
を
以
て
、
以
て
名
と
為
す
。
故
に
今 

字 

木
に
従

ひ
称
と
為
す
。

注
…
…
按
丹
陽
從
陽
不
從
楊
。
攷
『
唐
書
』
地
志
亦
未
有
丹
楊
之
稱
。
今
以
邑
界
楊
樹
生
丹
爲
名
、
故

陽
字
從
木
。
未
知
所
據
。

按
ず
る
に
丹
陽 

陽
に
従
ひ
て
楊
に
従
は
ず
。
攷
ふ
る
に
『
唐
書
』
地
志
も
亦
た
未
だ
丹
楊

の
称
有
ら
ず
。
今 

邑
界
の
楊
樹 

丹
を
生
ず
る
を
以
て
名
と
為
し
、故
に
陽
字 

木
に
従
ふ
。

未
だ
拠
る
所
を
知
ら
ず
。

（『
太
平
寰
宇
記
』
巻
八
十
九 

江
南
東
道 

潤
州 

丹
陽
県
）

　

さ
ら
に
ま
た
、
全
く
異
な
る
方
向
か
ら
「
丹
陽
」
を
支
持
す
る
も
の
も
あ
る
。

　
　

赭
山
亦
名
丹
山
。
唐
天
寶
中
改
爲
絳
岩
山
。
丹
陽
之
義
出
此
。

赭
山
も
亦
た
丹
山
と
名
づ
く
。
唐 

天
宝
中 

改
め
て
絳
岩
山
と
為
す
。
丹
陽

の
義 

此
に
出
づ
。

（『
景
定
建
康
志
』
巻
五
「
辨
丹
陽
」
所
引
『
太
平
寰
宇
記
』）

　
『
景
定
建
康
志
』
は
、
右
の
『
太
平
寰
宇
記
』
異
文
を
紹
介
し
て
、「
丹
山
（
＝
赭

山
）」
の
南
に
あ
る
こ
と
か
ら
「
丹
陽
」
と
す
る
説
を
挙
げ
て
い
る
（
（1
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
丹
楊
の
地
名
に
ま
つ
わ
る
伝
承
は
、
甲
論
乙
駁
、
実
に
様
々
で

あ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
論
拠
と
し
て
王
羲
之
の
使
用
し
た
字
体
を
検
証
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
東
晋
期
の
石
刻
資
料
か
ら
用
例
を
集
め
、
そ
の

表
記
の
あ
り
方
を
調
査
し
た
（
（1
（

。

　
　

以
七
年
七
月
廿
六
日
、
葬
于
丹
楊
0

0

建
康
之
白
石
。

　
　
　

七
年
七
月
廿
六
日
を
以
て
、
丹
楊
建
康
の
白
石
に
葬
る
。

（「
王
興
之
及
妻
宋
和
之
墓
誌
」）

　
　

晉
故
前
丹
楊
0

0

令
騎
都
尉
琅
耶
臨
沂
都
郷
南
仁
里
王
仚
之
。

　
　
　

晋　

故
前
丹
楊
令
・
騎
都
尉 

琅
耶
臨
沂
都
郷
南
仁
里　

王
仚
之
。

（「
王
仚
之
墓
誌
」）
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四
、「
秋
萩
帖
」
が
基
づ
い
た
本
文

　

以
上
の
よ
う
に
、「
右
軍
書
記
」
と
比
較
で
き
る
の
は
二
帖
に
限
ら
れ
る
が
、
本

稿
に
お
け
る
調
査
結
果
か
ら
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
秋
萩
帖
」所
収
王
羲
之
尺
牘
十
一
通
の
う
ち
、「
郷
里
人
帖
」「
得
丹
楊
書
帖
」は「
右

軍
書
記
」
に
収
録
さ
れ
る
が
、
他
は
「
右
軍
書
記
」
に
見
え
な
い
。
ま
ず
、
こ
の
点

が
最
大
の
相
違
点
と
言
え
る
。
そ
し
て
重
複
す
る
二
帖
に
つ
い
て
は
、「
右
軍
書
記
」

と
比
べ
た
場
合
に
ほ
と
ん
ど
異
同
の
な
い
「
得
丹
楊
書
帖
」
と
、
異
同
の
甚
だ
し
い

「
郷
里
人
帖
」
と
が
あ
る
こ
と
が
判
っ
た
。

　
「
得
丹
楊
書
帖
」
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
釈
文
の
相
違
に
因
る
も
の
と
思
わ
れ
、

両
者
は
ほ
ぼ
同
文
の
も
の
と
見
て
良
い
。
恐
ら
く
、
張
彦
遠
の
元
に
収
集
さ
れ
た
も

の
に
極
め
て
近
い
一
本
が
、
日
本
へ
も
将
来
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、「
郷
里
人
帖
」
は
、「
右
軍
書
記
」
の
「
恐
有
薄
書
之
煩
」
で
始
ま
る
一
帖

の
断
簡
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
張
彦
遠
の
採
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
重
複
部
分
の
異
同
に
は
、
却
っ
て
「
右
軍
書
記
」
よ
り

も
文
意
が
よ
く
通
じ
、
原
文
に
近
い
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
秋
萩
帖
」
は
「
得
丹
楊
書
帖
」
と
い
う
一
点
に
お
い
て
「
右

軍
書
記
」
と
繋
が
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
大
半
は
独
自
に
行
わ
れ
て
い
た
資
料

に
基
づ
い
た
と
言
え
よ
う
。
と
は
い
え
、
こ
の
こ
と
は
、
決
し
て
、「
秋
萩
帖
」
本

文
の
質
の
低
劣
さ
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
基
づ
く
と
こ
ろ
の

資
料
は
、「
右
軍
書
記
」
と
同
等
以
上
に
良
質
な
本
文
を
含
ん
で
い
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。少
な
く
と
も
部
分
的（「
郷
里
人
帖
」）に
は
、「
右
軍
書
記
」に
勝
る
も
の
で
あ
っ

た
。

　
　

十
一
月
乙
未
朔
、
八
日
壬
寅
、
倍
葬
于
舊
墓
。
在
丹
楊
0

0

建
康
之
白
石
。

　
　
　

十
一
月
乙
未
朔
、
八
日
壬
寅
、
旧
墓
に
倍
葬
す
。
丹
楊
建
康
の
白
石
に
在
り
。

（「
王
建
之
妻
劉
媚
之
墓
誌
」）

年
四
月
癸
亥
朔
、
廿
六
日
戊
子
、
合
葬
舊
墓
。
在
丹
楊
建
康
之
白
石
、
丹
楊
0

0

令

君
墓
之
東
。

年
四
月
癸
亥
朔
、
廿
六
日
戊
子
、
旧
墓
に
合
葬
す
。
丹
楊
建
康
の
白
石
、
丹

楊
令
君
の
墓
の
東
に
在
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 （「
王
建
之
墓
誌
」）

　
　

其
年
七
月
廿
四
日
、
安
厝
丹
揚
0

0

郡
秣
陵
縣
頼
郷
石
泉
里
牛
頭
山
。

　
　
　

其
の
年
七
月
廿
四
日
、
丹
揚
郡
秣
陵
県
頼
郷
石
泉
里
牛
頭
山
に
安
厝
す
。

（「
謝
球
墓
誌
」）

　

以
上
の
用
例
か
ら
す
れ
ば
、東
晋
期
に
お
け
る
「
丹
楊
」
と
い
う
地
名
の
表
記
は
、

「
楊
」
と
「
揚
」
と
が
、
通
用
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。

　

し
た
が
っ
て
、「
秋
萩
帖
」
及
び
『
淳
化
閣
帖
』
に
お
い
て
「
楊
」
字
に
作
っ
て

い
る
こ
と
は
、
東
晋
時
代
に
お
け
る
地
名
表
記
と
し
て
石
刻
資
料
の
用
例
に
合
致
し

て
お
り
、
是
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、「
右
軍
書
記
」
に
お
い
て
「
陽
」

字
に
作
る
こ
と
が
伝
写
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
も
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
（
（1
（

。

　

な
お
、
飯
島
太
千
雄
編
『
王
羲
之
大
字
典
』（
東
京
美
術
、
一
九
八
〇
年
）
を
用

い
て
調
査
し
て
み
る
と
、
同
じ
く
地
名
で
は
あ
っ
て
も
「
当
陽
」（
湖
北
省
当
陽
市
。

「
桓
公
当
陽
帖
」）・「
鄱
陽
」（
江
西
省
鄱
陽
県
。「
太
常
帖
」）・「
歴
陽
」（
安
徽
省
和
県
。

「
伏
想
清
和
帖
」）・「
東
陽
」（
浙
江
省
金
華
市
。「
近
日
帖
」）
に
つ
い
て
は
全
て
「
陽
」

字
に
作
っ
て
お
り
、「
丹
楊
」（「
得
丹
楊
書
帖
」
及
び
「
知
庾
丹
楊
帖
」）
の
み
が
「
楊
」

字
に
作
っ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
こ
の
こ
と
も
、
筆
者
の
推
定
を
補
強
す
る
も
の
で

あ
る
。

国立歴史民俗博物館研究報告
第 198 集　2015 年 12 月



63

［「秋萩帖」所収王羲之尺牘十一通について］……土屋 聡

（
（
）　

以
上
の
伝
承
経
路
に
つ
い
て
は
、日
本
名
跡
叢
刊
（
『
秋
萩
帖
』（
小
松
茂
美
監
修
、二
玄
社
、

一
九
七
六
年
）
の
古
谷
稔
「
解
説
」（
7（
～
75
頁
）
を
参
照
。
な
お
、
本
稿
で
は
東
京
国
立
博

物
館
蔵
の
画
像
を
使
用
し
た
。

（
（
）　

小
松
茂
美「『
秋
萩
帖
』原
本
の
出
現
」（『
東
京
国
立
博
物
館
紀
要
』第
二
十
号
、一
九
八
〇
年
）

を
参
照
。
こ
の
説
に
対
し
て
、
久
曽
神
昇
「
仮
名
古
筆
（
三
）
古
体
仮
名
三
種
」（『
汲
古
』
第

十
号
、
一
九
八
一
年
）
に
反
論
が
あ
る
。

（
（
）　

こ
の
一
覧
は
中
田
勇
次
郎『
王
羲
之
を
中
心
と
す
る
法
帖
の
研
究
』（
第
四
章
、6（
頁
。二
玄
社
、

一
九
六
〇
年
。
の
ち
『
中
田
勇
次
郎
著
作
集
』
二
玄
社
、
一
九
八
四
年
。
本
稿
で
の
引
用
頁
数

は
単
行
本
に
拠
っ
た
）、
及
び
古
谷
稔
『
秋
萩
帖
と
草
仮
名
の
研
究
』（
二
玄
社
、
一
九
九
五
年
）

を
参
照
し
て
作
成
し
た
。「
右
軍
書
記
」
の
下
に
附
し
た
数
字
は
、
中
田
氏
前
掲
書
に
お
け
る

整
理
番
号
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
『
淳
化
閣
帖
』
は
森
野
繁
夫
・
佐
藤
利
行
編
著
『
淳
化

閣
帖
』
法
帖
篇
（
白
帝
社
、一
九
八
八
年
）
を
用
い
た
。
巻
数
及
び
整
理
番
号
も
同
書
に
拠
る
。

以
下
、
同
じ
。

（
4
）　
「
右
軍
書
記
」
は
、
張
彦
遠
の
『
法
書
要
録
』
巻
十
に
収
録
さ
れ
、
四
百
四
十
三
帖
に
及
ぶ

尺
牘
そ
れ
ぞ
れ
の
全
文
が
釈
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
范
祥
雍
点
校
『
法
書
要
録
』（
人
民

出
版
社
、
一
九
八
四
年
）
を
用
い
た
。

（
5
）　
「
秋
萩
帖
」
の
翻
字
・
句
読
は
、中
田
氏
前
掲
書
、及
び
日
本
名
跡
叢
刊
（
『
秋
萩
帖
』（
前
掲
）

を
参
照
。
ま
た
訓
読
は
、
森
野
繁
夫
・
佐
藤
利
行
『
王
羲
之
全
書
簡
』（
白
帝
社
、
一
九
八
七
年
）

及
び
同
書
『
増
補
改
訂
版
』（
白
帝
社
、
一
九
九
六
年
）
を
参
照
。
但
し
、
疑
問
に
思
わ
れ
る

箇
所
は
、
適
宜
改
変
し
た
。

（
6
）　

第
（（
句
の
異
同
、「
前
年
」「
前
言
」
が
何
を
指
す
か
未
詳
。

（
7
）　
『
六
朝
政
治
史
の
研
究
』（
第
Ⅲ
編
第
（（
章
、
45（
～
5（（
頁
。
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、

二
〇
〇
三
年
。
初
出
は
川
勝
義
雄
・
礪
波
護
編
『
中
国
貴
族
制
社
会
の
研
究
』
京
都
大
学
人

文
科
学
研
究
所
、
一
九
八
七
年
）
を
参
照
。

（
8
）　
「
諸
葛
吝
者
、
君
識
之
不
。
～
既
得
里
人
共
事
、
異
常
故
乃
爾
（
諸
葛
吝
な
る
者
、
君 
こ
れ

を
識
る
や
不
や
。
～
既
に
里
人
を
得
て
事
を
共
に
す
る
に
、
常
に
異
な
る
こ
と
故
ほ
乃
ち
尓

り
）」（「
右
軍
書
記
」
84
）
と
い
う
例
も
あ
る
が
、
刻
帖
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
こ

で
は
除
外
す
る
。
但
し
、
こ
の
例
で
も
「
得
」
字
と
接
続
し
て
い
る
。
な
お
、「
故
」
字
の
解

釈
は
、斯
波
六
郎
「
六
朝
人
の
作
品
に
見
え
る
二
三
の
語
に
就
い
て
」（『
六
朝
文
学
へ
の
思
索
』

（9（
～
409
頁
。
創
文
社
、
二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
。

（
9
）　

上
田
早
苗
「
王
羲
之
の
知
問
―
―
そ
の
様
式
を
め
ぐ
っ
て
」（『
東
洋
藝
林
論
叢 

中
田
勇
次

郎
先
生
頌
寿
記
念
論
集
』
57
～
7（
頁
。
平
凡
社
、
一
九
八
五
年
）
を
参
照
。

（
（0
）　

森
野
繁
夫
・
佐
藤
利
行
前
掲
書
（『
王
羲
之
全
書
簡
』
（7（
頁
）
で
は
、『
晋
書
』
謝
尚
伝
に
「
大

司
馬
桓
温
欲
有
事
中
原
、
使
尚
率
衆
向
壽
春
、
進
號
安
西
將
軍
（
大
司
馬
桓
温 

事
を
中
原
に

有
ら
し
め
ん
と
欲
し
、
尚
を
し
て
衆
を
率
い
て
寿
春
に
向
か
は
し
め
、
号
を
安
西
将
軍
に
進

む
）」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
書
簡
を
永
和
十
一
～
十
二
年
（
三
五
五
～
三
五
六
）
に
桓
温

に
宛
て
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。

（
（（
）　

中
田
氏
前
掲
書
（
第
七
章
、
（57
～
（58
頁
）
を
参
照
。

（
（（
）　
「
州
」
字
に
つ
い
て
は
未
詳
。「
秋
萩
帖
」
も
誤
脱
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

（
（（
）　

但
し
、
同
書
で
は
、『
晋
書
』
注
に
基
づ
く
「
丹
楊
」
説
と
両
論
併
記
し
て
、
結
論
の
で
な

い
問
題
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

（
（4
）　

毛
遠
明
『
漢
魏
六
朝
碑
刻
校
注
』（
線
装
書
局
、
二
〇
〇
八
年
）
に
所
収
の
拓
本
（
影
印
）

を
参
照
。
釈
文
も
同
書
に
拠
る
。

（
（5
）　

墨
跡
資
料
と
し
て
は
、「
持
世
第
一
」（
台
東
区
立
書
道
博
物
館
蔵
）
が
あ
る
。
そ
の
奥
書
に

は
「
歳
在
己
丑
、
涼
王
大
且
渠
安
周
所
供
養
經
。
吳
客
丹
揚
郡
張
烋
祖
寫
。
用
紙
廿
六
枚
（
歳 

己
丑
〔
四
四
九
年
、
劉
宋
・
元
嘉
二
十
六
年
、
北
涼
・
承
平
七
年
〕
に
在
り
、
涼
王 

大
且
渠

安
周 

供
養
す
る
所
の
経
。
呉
客 

丹
揚
郡
の
張
烋
祖 

写
す
。
用
紙
廿
六
枚
）」
と
あ
り
、
や
は

り
「
丹
揚
」
に
作
る
。
王
羲
之
よ
り
も
時
代
は
降
る
が
、
こ
れ
を
書
写
し
た
の
は
南
朝
人
（
呉

客 

丹
揚
郡
の
張
烋
祖
）
で
あ
り
、
筆
者
の
推
定
を
支
持
す
る
傍
証
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

註

要
旨

　

本
稿
で
考
察
の
対
象
と
す
る
の
は
、
国
宝
「
秋
萩
帖
」（
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
）

に
収
め
ら
れ
て
い
る
王
羲
之
尺
牘
十
一
通
で
あ
る
。
近
年
で
は
、中
国
に
お
い
て
も
、

こ
の
稀
覯
資
料
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
既
存
の

法
帖
や
書
目
と
の
重
複
が
指
摘
さ
れ
る
の
に
と
ど
ま
り
、
本
文
の
異
同
に
つ
い
て
の

具
体
的
な
検
討
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
十
一
通
の
尺
牘
の
う
ち
、「
郷
里
人
帖
」
と
「
得
丹
楊
書
帖
」

と
は
、「
右
軍
書
記
」
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
張
彦
遠
「
右
軍
書
記
」
に
収

め
ら
れ
た
四
百
四
十
三
帖
は
、
唐
代
に
行
わ
れ
た
羲
之
尺
牘
本
文
の
貴
重
な
記
録
に

他
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
「
右
軍
書
記
」
と
の
比
較
調
査
を
通
じ
て
、「
秋

萩
帖
」
所
収
王
羲
之
尺
牘
本
文
の
資
料
的
価
値
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

そ
の
結
果
、「
秋
萩
帖
」
所
収
「
得
丹
楊
書
帖
」
は
「
右
軍
書
記
」
と
の
間
に
ほ

と
ん
ど
異
同
が
な
く
、
一
方
、
同
「
郷
里
人
帖
」
は
「
右
軍
書
記
」
と
の
異
同
が
甚



64

だ
し
い
、
と
い
う
両
極
端
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

　
「
得
丹
楊
書
帖
」
の
場
合
、
恐
ら
く
、
張
彦
遠
の
元
に
収
集
さ
れ
た
も
の
に
極
め

て
近
い
一
本
が
、日
本
へ
も
将
来
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
郷
里
人
帖
」
は
「
右

軍
書
記
」
所
収
本
の
断
簡
と
思
わ
れ
る
が
、
重
複
部
分
の
異
同
に
は
、
却
っ
て
「
右

軍
書
記
」
よ
り
も
文
意
が
よ
く
通
じ
、
原
文
に
近
い
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
秋
萩
帖
」
は
、
そ
の
大
半
が
独
自
に
行
わ
れ
て
い
た
資
料

に
基
づ
い
て
臨
写
さ
れ
た
も
の
と
言
え
る
が
、
こ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
「
秋
萩
帖
」

本
文
の
質
の
低
劣
さ
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
基
づ
く
と
こ
ろ

の
資
料
は
、「
郷
里
人
帖
」
の
事
例
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
右
軍
書
記
」
に
勝
る
と

も
劣
ら
な
い
優
れ
た
本
文
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
王
羲
之
、
秋
萩
帖
、
張
彦
遠
、
右
軍
書
記
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（
岡
山
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
一
四
年
七
月
二
八
日
受
付
、
二
〇
一
五
年
一
月
二
六
日
審
査
終
了
）


